
公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

様式2-2

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び

住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由（企画競争又は

公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の役
員の数

備考

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

京都大宮御所御殿棟耐震補強工事に伴う監
理業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年5月23日
一般財団法人建築研究協会
京都市左京区田中関田町４３

　当該者が平成２５年度に完了した、
京都大宮御所御殿棟耐震補強工事に伴
う実施設計業務の内容を踏まえて実施
するものであるため。
（会計法第29条の3第4項）

     1,499,040      1,495,800 99.8% －

埼玉鴨場小土手改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月4日
株式会社庭研
埼玉県川口市南前川１－１２－２２

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

7,425,000 7,344,000 98.9% －

秋篠宮邸各所修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月4日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

　秋篠宮邸の改修に当たっては，工事
箇所と既存部分との意匠の整合性とと
もに，御留守中や公的行事の合間等の
限られた時間内に調査及び施工を完了
することを求められ，確実に完了させ
るためには，納まり及び形状等を熟知
した者に施工させる必要がある。
清水建設株式会社は，秋篠宮邸におい
て，過去に大規模改修工事や増築工事
を実施していることから，秋篠宮邸の
施設や今回の工事条件等に関して安全
かつ確実に実施することができる唯一
の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

8,831,160 8,802,000 99.7% －

高円宮邸屋根修繕ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月6日
株式会社竹中工務店東京本店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

　高円宮邸の改修に当たっては，工事
箇所と既存部分との意匠の整合性とと
もに，御留守中や公的行事の合間等の
限られた時間内に調査及び施工を完了
することを求められ，確実に完了させ
るためには，納まり及び形状等を熟知
した者に施工させる必要がある。
株式会社竹中工務店は，高円宮邸にお
いて，過去に大規模改修工事や増築工
事を実施していることから，高円宮邸
の施設や今回の工事条件等に関して安
全かつ確実に実施することができる唯
一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

4,075,920 4,071,600 99.9% －

故宜仁親王喪儀葬場の儀につき葬場設備布
設に伴う道路整備ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月13日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，宜仁親王殿下の薨去に伴
い，葬場周囲の道路整備を行う工事で
あり，緊急に施工しなければならない
ため。
（会計法第29条の3第4項）

7,909,920 7,884,000 99.7% －

故宜仁親王喪儀墓所の儀につき墓所設備布
設に伴う敷地造成ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月13日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，宜仁親王殿下の薨去に伴
い，墓所施設設営に伴う敷地造成等を
行う工事であり，緊急に施工しなけれ
ばならないため。
（会計法第29条の3第4項）

5,082,480 5,076,000 99.9% －

故宜仁親王墓営建第１回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月13日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，宜仁親王殿下の薨去に伴
い，御墓の営建工事を行うものであ
り，緊急に施工しなければならないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

13,424,400 13,392,000 99.8% －

公益法人の場合
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那須御用邸園地管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月19日
株式会社本田工務店
栃木県那須郡那須町大字湯本２０４

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

（非公表） 11,664,000 － －

御所空調機整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月19日
新晃工業株式会社東京支社
東京都中央区日本橋浜町２丁目５７
番７号

　本工事は，新晃工業株式会社が製造
した，御所室内の温度・湿度を調整し
ている空調機の送風にかかる中心的な
部分の一部品を取替え，大部分を再使
用する工事であるため，他社では知り
得ない当該機器の詳細な内部構造・特
性に精通し，かつ，製造時の技術資料
や状況に応じた試運転が可能となる詳
細なデータを保有する製造者による施
工が必須であるため。
（会計法第29条の3第4項）

5,395,680 5,292,000 98.1% －

応神天皇陵堆積土しゅんせつ計画に伴う測
量調査設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年6月24日

株式会社エイコー技術コンサルタン
ト
福井県敦賀市中央町２丁目１１番３
６号

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

     4,525,200      4,428,000 97.9% －

宮殿長和殿保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年6月26日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

　清水建設株式会社は，本工事の対象
範囲において，宮殿造営当時から施工
管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全か
つ確実に実施することのできる唯一の
業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,674,080 2,646,000 98.9% －

宮内庁庁舎蒸気ボイラー整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年7月24日
株式会社ヒラカワ東日本支店
東京都江東区富岡２丁目２番１１号

　本工事は，株式会社ヒラカワが製造
した，宮殿及び宮内庁庁舎の空調設備
における熱源機器の中心的な部分の一
部品を取替え，大部分を再使用する工
事であるため，他社では知り得ない当
該機器の詳細な内部構造・特性に精通
し，かつ，製造時の技術資料や状況に
応じた試運転が可能となる詳細なデー
タを保有する製造者による施工が必須
であるため。
（会計法第29条の3第4項）

2,913,840 2,894,400 99.3% －

嵯峨天皇陵災害復旧に伴う参道整備工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年8月1日
マスダ株式会社
京都市右京区嵯峨新宮町３９番地

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

101,541,600 101,520,000 99.98% －

御所各所修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年8月8日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，両陛下の御生活への影響
を最小限とするため，限られた時間内
に安全性や機能性を損なうことなく，
確実に施工を完了することを強く求め
られる工事であるため，施設の形状等
を熟知し，高度な施工監理能力を持っ
た者に施工させる必要がある。
株式会社大林組は，本件に要求される
条件を満たし，工期の短縮，安全・円
滑かつ適切な施工を確実に実施するこ
とができる唯一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

15,940,800 15,930,000 99.9% －
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東宮御所各所修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年8月8日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

　本工事は御留守中等の限られた時間
内に調査及び施工を完了することを求
められ，この限られた時間内に確実に
施工を完了させるためには，納まり及
び形状等を熟知した者に施工させる必
要がある。
清水建設株式会社は，東宮御所におい
て，過去に大規模改修や増築工事を実
施していることから，東宮御所の施設
や今回の工事条件等に関し，安全かつ
確実に実施することができる唯一の業
者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

5,236,920 5,205,600 99.4% －

宇智陵ほか見張所改修工事
分任支出負担行為担当官代理
宮内庁京都事務所次長　川島 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年8月8日
株式会社山田工務店
奈良県宇陀市室生上笠間４６２－１

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

3,991,680 3,985,200 99.8% －

宮殿加圧給水設備整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年8月12日
株式会社荏原製作所東京支社
東京都大田区羽田旭町１１番１号

　本工事は，宮殿加圧給水設備の一部
の部品を取り替え，大部分を再使用す
る修理工事である。
この機器は，機器製造メーカー固有の
技術により制御盤，加圧給水ポンプ及
び周辺装置等がひとつのシステムとし
て製作されており，修理工事の終了後
に製造者だけが持つ独自のデータに基
づく調整が必要であり，他社では知り
得ない詳細な内部構造や特性に精通し
ていると共に，製造時のデータや状況
に応じた詳細な試運転が可能な技術資
料を保有する製造者による施工が必須
であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,661,280 4,060,800 87.1% －

桂離宮広葉樹手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年8月21日
株式会社中山造園
京都市右京区太秦一ノ井町３２番地
５１

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

（非公表） 3,024,000 － －

宮殿エレベーター（Ｎｏ．１～７）ほか整
備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年8月22日
株式会社日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡路町二丁目１
０１番地

　本工事で整備する機器は，機器製造
メーカー固有の技術により製造されて
おり，修理工事の終了後に製造者だけ
が持つ独自のデータに基づく調整が必
要であり，他社では知り得ない詳細な
内部構造や特性に精通していると共
に，製造時のデータや状況に応じた詳
細な試運転が可能な技術資料を保有す
る製造者による施工が必須であるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

3,729,240 3,456,000 92.7% －

京都御所障壁画修理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年9月8日
株式会社松村泰山堂
京都市北区小山西大野町５１番地３

　当該者以外の履行可能な者の有無を
確認する公募を実施したところ，応募
者がいなかったため。
（会計法第29条の3第4項）

（非公表） 2,991,600 － －

京都大宮御所杉戸絵他修理工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年9月8日
一般社団法人天野山文化遺産研究所
大阪府河内長野市天野町９９７番地

　当該者以外の履行可能な者の有無を
確認する公募を実施したところ，応募
者がいなかったため。
（会計法第29条の3第4項）

（非公表） 3,397,680 － －
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泉山陵墓地斜面崩壊復旧工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年9月17日
株式会社星山建設
京都市南区吉祥院中河原里北町４８
－２

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

6,498,360 6,480,000 99.7% －

景行天皇陵外堤護岸その他整備計画に伴う
予備設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年9月17日
五洋設計株式会社
奈良市大宮町六丁目３番７号

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

1,879,200 1,836,000 97.7% －

武蔵陵墓地北側水路護岸ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年9月25日
株式会社東緑化
東京都八王子犬目町１０７７－６

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第29条の3第5項，予算決算及
び会計令第99条の2）

38,556,000 38,340,000 99.4% －

赤坂御用地丸山通り道路修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年10月15日
日本道路株式会社東京支店
東京都文京区目白台２丁目６番１４
号

　本工事は，園遊会開催にあたり緊急
に施工する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,946,240 2,916,000 99% －

正倉院大池護岸整備工事に伴う詳細設計業
務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年10月15日

株式会社北斗エス・イー・シー
三重県津市一身田上津部田３０１６
番地サンマンションアーツ山の手二
番館３０３号

入札を実施したが，落札者となるべき
者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

3,466,800 3,456,000 99.7% －

楽部庁舎ほか吸収冷温水機整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年10月24日
テクノ矢崎株式会社
東京都品川区南品川二丁目２番１０
号

　本工事は，施設内主要箇所の温度調
整を行う当該機器の内部洗浄や一部の
部品を取り替え，大部分を再使用する
部分整備工事である。
　この機器は，機器製造メーカー固有
の技術により製造されており，整備工
事の終了後に製造者だけが持つ独自の
データに基づく調整が必要であり，他
社では知り得ない詳細な内部構造や特
性に精通していると共に，製造時の
データや状況に応じた詳細な試運転が
可能な技術資料を保有する製造者によ
る施工が必須であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,643,840 2,624,400 99.3% －

宮内庁病院直流電源装置改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年11月5日
株式会社ＧＳユアサ東京支社
東京都港区芝公園１－７－１３

　本工事は，宮内庁病院に設置されて
いる直流電源装置の整流器制御装置基
板，動作部品や蓄電池などの部品を取
り替える工事である。
　当該機器は，宮内庁病院に必要な非
常用電気負荷にあわせ，受注生産され
たものであり，また，当該機器を運転
制御するための整流器制御装置基板
（動作を司る部品）や動作部品，蓄電
池などは機器製造メーカー固有の技術
により製造され，整備工事の終了後に
製造者だけが持つ独自のデータに基づ
く調整が必要であり，他社では知り得
ない詳細な内部構造や特性に精通して
いると共に，製造時のデータや状況に
応じた詳細な試運転が可能な技術資料
を保有する製造者による施工が必須で
あるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,065,120 4,017,600 98.8% －
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伏見櫓屋根等修繕第２回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年11月7日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

　本工事は，伏見櫓屋根等修繕工事か
らの継続工事であり，現在施工中の者
以外の者に施工させることが不利と認
められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

13,564,800 13,564,800 100% －

常陸宮邸階段昇降機設置工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年11月20日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

  施行場所は宮邸の中で御生活に直接
関わる部分であり，御生活や行事に合
せて工事中断等の制約を受けながら工
事を行うことが必要であるとともに，
既存部分との意匠の整合性や，既存構
造体に堅個に一体化させることが必要
な工事である。
　清水建設株式会社は，常陸宮邸にお
いて，新築・改修工事を施工した実績
を有し，本工事に要求される条件を満
たし，工期の短縮，安全・円滑かつ適
切な施行を確実に実施することができ
る唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,315,600 3,294,000 99.3% －

宮殿表御座所保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年11月27日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　株式会社大林組は，本工事の対象範
囲において，宮殿造営当時から施工管
理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全か
つ確実に実施することのできる唯一の
業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,877,200 2,700,000 69.6% －

故宜仁親王墓営建第２回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年11月27日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，宜仁親王殿下の薨去（平
成２６年６月８日）に伴い，御墓を整
備する故宜仁親王墓営建第１回工事か
らの継続的工事であり，現在施工中の
者以外の者に施工させることが不利で
あるため。
（会計法第２９条の３第４項）

10,378,800 10,368,000 99.9% －

応神天皇陵飛地ほ号墳塋護岸整備計画に伴
う予備設計業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年12月1日
第一設計監理株式会社
滋賀県湖南市中央１丁目６番地

入札を実施したが，落札者となるべき
者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

2,019,600 1,944,000 96.3% －

天智天皇陵水路整備計画に伴う詳細設計業
務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成26年12月12日

株式会社北斗エス・イー・シー
三重県津市一身田上津部田３０１６
番地サンマンションアーツ山の手二
番館３０３号

入札を実施したが，落札者となるべき
者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

1,144,800 1,101,600 96.2% －

赤坂御用地第２１５号建物改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年12月16日
清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番１号

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

15,660,000 15,660,000 100% －
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宮殿回廊保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成26年12月18日
大成建設株式会社東京支店
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

　大成建設株式会社は，本工事におけ
る責任区分の範囲において，宮殿造営
当時から施工管理し，その状況を十分
熟知し現在に至っていることから，本
工事を安全かつ確実に実施することの
できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

3,477,600 3,348,000 96.3% －

豊島岡墓地北側外構塀改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中田 悟
東京都千代田区千代田１－１

平成27年1月9日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，豊島岡墓地北側敷地境界
にて，区道拡幅のため境界塀を現位置
より後退し，既存鉄筋コンクリート組
立塀からアルミフェンスに変更する工
事の一部である。
　当該区道は，近隣住民の主要な生活
道路で多くの人が通行，さらに地元小
学校の通学路となっていることから，
外構塀の倒壊によるケガの危険性も懸
念され，また，震災時に外構塀が倒壊
した場合，緊急車両の乗り入れや消防
活動の妨げになるおそれもある。
　同工事全体の一般競争入札を平成26
年9月30日に実施したが不落となり，同
11月12日に指名競争入札を実施するも
再び不落となってしまった。
　同工事全体のうち，緊急車両の乗り
入れや消防活動の妨げを解消すること
に寄与する道幅の拡幅を予定している
部分については，すでに近隣住民に対
し今年度内に施工する旨を説明済であ
ることから，当該部分だけでも平成26
年度内に施工を完了しないと近隣住民
との信頼関係が崩れてしまうことにも
なりかねず，緊急に施工しなければな
らないため。
（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 26,460,000 － －

京都御所ほかまつ高木手入工事
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　坪田 眞明
京都府京都市上京区京都御苑３

平成27年1月28日
花豊造園株式会社
京都市下京区大宮通五条下る二丁目
堀之上町５１８番地

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

8,629,200 8,532,000 98.9% －

皇居内外灯整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 中田　悟
東京都千代田区千代田１－１

平成27年3月24日
日本電設工業株式会社営業統括本部
東京都台東区池之端1-2-11

　入札を実施したが，落札者となるべ
き者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決
算及び会計令第９９条の２）

116,640,000 116,640,000 100% －

※公益法人の区分において，「公財」は「公益財団法人」，「公社」は「公益社団法人」，「特財」は「特例財団法人」，「特社」は「特例社団法人」をいう。


